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本
法
律
案
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
完
全
民
営
化
の
実
現
に
向
け
て
、
国
の
関
与
を
縮
小
し
て
経
営
の
自
主
性
を
確
保
す

る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
主
と
し
て
中
小
規
模
の
事
業
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
及
び
そ
の
構
成
員
に
対
す
る
金
融
の
円

滑
化
を
図
る
た
め
、
必
要
な
業
務
を
行
う
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
総
則

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
（
以
下
「
新
商
工
中
金
」
と
い
う

）
は
、
完
全
民
営
化
の
実
現
に
向
け
て
経
営
の
自
主

。

性
を
確
保
し
つ
つ
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
そ
の
他
主
と
し
て
中
小
規
模
の
事
業
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
及
び
そ
の
構
成

員
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

二
、
株
主

新
商
工
中
金
は
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
を
発
行
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
記
載
事
項
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、

又
は
記
録
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
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し
て
は
な
ら
な
い
。

１

政
府

２

中
小
企
業
等
協
同
組
合
そ
の
他
の
中
小
企
業
団
体
及
び
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員

３

２
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
主
と
し
て
中
小
規
模
の
事
業
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
及
び
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員

の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
団
体
等
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

三
、
業
務

１

新
商
工
中
金
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
。

イ

預
金
又
は
定
期
積
金
の
受
入
れ

ロ

新
商
工
中
金
の
株
主
で
あ
る
も
の
並
び
に
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
等
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の

割
引

ハ

為
替
取
引

２

新
商
工
中
金
は
、
付
随
す
る
業
務
と
し
て
、
債
務
の
保
証
、
手
形
の
引
受
け
及
び
有
価
証
券
の
売
買
等
の
業
務
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
。
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四
、
商
工
債

新
商
工
中
金
は
、
資
本
金
及
び
準
備
金
の
合
計
金
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
商
工
債
を
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

五
、
子
会
社
等

新
商
工
中
金
が
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
の
範
囲
、
新
商
工
中
金
又
は
子
会
社
に
よ
る
議
決
権
の
取
得
等
の
制

限
を
定
め
る
。

六
、
計
算

（

、

欠
損
の
て
ん
補
を
行
う
場
合
の
特
別
準
備
金

自
己
資
本
の
充
実
等
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て

商
工
組
合
中
央
金
庫
の
政
府
出
資
相
当
額
の
う
ち
主
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
）
の
額
の
減
少
、
国
庫
納
付
金
等
に
つ
い
て
の

規
定
を
設
け
る
。

七
、
監
督

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
と
し
、
主
務
大
臣
は
新
商
工
中
金

等
の
業
務
を
監
督
す
る
。
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八
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
新
商
工
中
金
と
な
る
転
換
の
手
続
等
に
関
す
る
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
保
有
す
る
新
商
工
中
金
の
株
式
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
お
お
む
ね
五
年
後
か
ら

七
年
後
を
目
途
と
し
て
、
全
部
を
処
分
す
る
。
ま
た
、
政
府
保
有
株
式
の
全
部
を
処
分
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
法
律

を
廃
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
株
主
資
格
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

３

現
行
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
は
、
廃
止
す
る
。


